
議案第１ ７号

令５Ｆ口 ４年度ひたち なか市下水道事業会計予算

（総則）
第１ 条　 やうＦ口 ４年度ひたち なか市下水１：事業会計の予算 は， 次に定め ると ころ によ る。

（業務の予定ｔ）

第２条　業務の予定ｔは， 次の とお りと する。
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（収益的収入攷び支鵬）

第３ 条　収ミな的牡入八び支芭の予定額は， 次の とお りと 定め る。

収　入

第１ １款　 下水道事業収とは

第１ 項　 営　 業　収

第５項営 業外収
第１０項　特　緊利

文　出

第２１款　下水道事業費Ｊ≡目
第１ 項　 営　 業　費
第５項営 業外費
第１０項　特　 ＳＩ」損
第９９項　予　　備
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（資本的収入及び支芭）

第４ 条　 資本的収入‾反び支ｍ の予定額 は， 次の とお りと 定め る。 （資本的収入額が資本的支ｍ
額に対しＪＦ ｊ１する額１ ，８ ８２ ，５　５’ １千 Ｐ二ｊは，肖年度分翕費税八びｊｌ力ｍ費税資本的ＩＩ又支
調整額１　６　０， ３６ ３千 ＰＩ ，肖 年度分損益勘定留保資金１ ，０ ４４ ，７ ３７ 千ドミｌ 八び范年度
分利益剰余を処分額６ ７７ ，４ ５１ 千ＰＩで補てんするも のと する 。）

収　入

第３１款　資本的収入
第１ 項　を　　 業　　債
第１０項 国庫 支ａｊ金
第２０項　負　 担　 金　等
第２５項　 固定資を匹］イ弋な

支　ｍ

第４１款　資本的支ｍ
第１ 項建 設改 良費
第５ Ｊミａ　 を業債等償ぎを
第９９項　予　　 備　　費
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（継続費）

第５ 条　継続費の総額及び年割額は，次のと おり と定める。

款 項 事業名 総　　額 年　　度 年　 Ｂ　 寄ｊ

４１ 資本白々Ｊ

支芭

１　 建設改

良費
雨水幹線
整備事業

２， ２５ ８， ０８ ０千円

眥 ２０ ２， ２０ ０干 ＰＩ

令和 ５年度 １， Ｄ５ ５， ８８ ０千Ｒ

令和 ６年度 １， ００ ０， ００ ０千円

下水浄化セン ター改
嵬等事業

７３ ０， ００ ０千Ｆ］
晉 ２２ ９， ００ ０千日

令和 ５年度 ０

（全業績）
第６ 条　起債の目 的， 限度額， 起債の方法， 利率‾乱び績ミの方法は， 次の とお りと 定め る。

起債の目 白タＪ 限　 度　額 起債の方法 利　率 償

ひた ちな か市

下水 道事業
２， ３　１　３，　８０ ０千Ｐヨ

普丿貸借又は
証券発行 （た
だし，証券発
行の場合 にお
いて発行価格

が額面金額を
下回 るとき
は， それぞれ
の発行価格差

減額を埋める
ために必要な

金額を限度額
に加算し た金
額をほ度額と
する）

５． ０％以［大１
（ただし，利

率見宜し方式
で借 り入れる
政府貴台八び
地方倣傴団体

台融機構資金
について ，利
率の 見高 しを
行っ た後 にお
いては， 售該
見皮し後の利
率）

政府資金又は地万ぬ
累団体金融機構資をに
ついては，その融資条
件に より ，銀行そ の他
の場合に は， その債権
者と 協定する もの とす
る。 ただ し， を業財政
の都合に より ，据置期
愾フ肖、び償還期限を短縮
し， 若しくは繰上げ償
ミ又は低利に借り 換え
るこ とができ る。

（一時借入金）
第７ 条　 一時借入金の 限度額は，２ ，４ ００ ，０ ００ 千日 と定 める。

（予定支ｍの各項の経費の金額の流用）
第８ 条　予定支芭の各項の経費のを額を流社］す るこ とができ る場合は，次のと おり と定める。

第２１款　下水道事業費ＨＩ
第１ 項　　 営業 費丿干丿
第５ 項　　 営業 外費用
第１０項　　特Ｍり損失

（議会の議決を経なければ流ｍする こと のできない経費）
第９ 条　職員数の増加 に伴い職員給与費 を増額す るた めの流ＲＴ反び交際費 を増額す るた めの

流用 をす る場合は，議会の議決を経なければなら ない。

（他会計から の負担金及び補助金）
第１ ０条　一般会計から この会計へ負担を受けるを額は ４　１　２， ８３ ８千Ｆエ］， 補助を受ける

金額は１ ，２ ５２ ，９ ８９ 千ト９で ある。
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（利益剰余金の処分）

第１ １条　萢年度利益剰余金のう ち６ ７７ ，４ ５１ 千日は， 次の とお り処分するものと定め
る。

（１ ）自 己資本金への組入　　　　 ６７ ７， ４５ １千 Ｆｌ‾へ

令和 ４年　 ３ナｊ　 ２日　 提芭

令手口　 年　　 ナｊ　　 日　 議決

ひた ちなか市長　 犬　谷 明

３


